
 

公  示 

 

 次のとおり、公募します。 

 

令和 8年 1月 29日 

 

支出負担行為担当官 

鹿児島労働局総務部長 堀池 岳 

 

１ 公募内容 

（１） 業務名 

令和 8 年度 鹿児島労働局管下 9 官署における自家用電気工作物保安管理業務 

（２） 業務の趣旨 

電気事業法に定められた自家用電気工作物を設置し、保安管理を実施する必要がある

ため。 

（３） 業務の内容 

仕様書のとおり。 

※ 仕様書について疑義がある場合は、下記担当者まで連絡すること。 

 

２ 公募に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１） 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被

保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条

中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２） 予算決算及び会計令第７１条各号に該当しない者であること。 

（３） 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。 

（４） 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近

２年間に次の（⑤及び⑥については２保険年度）保険料について滞納がないこと。 

① 厚生年金保険 ②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） 

③ 船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険 

（５） 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

（６） 過去１年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない

者であること。 

 

３ 特殊な方法及び施設等の条件 

（１） 保安業務担当者として、電気事業法（昭和 39年法律第 170 号）第 44 条に定める電

気主任技術者免状を交付されている者を配備可能であること。 

 

４ 公募内容等の条件を満たす旨の意思表示 



 

この公募内容等の条件を満たしている者で、参加を希望する者は、以下により意思表示を

行うこと。 

 

（１） 意思表示期限  令和 8年 2月 13日（金） 15時まで 

（２） 意思表示方法  メール又は郵送（期限まで必着、持参も可） 

（３） 意思表示先  鹿児島労働局 総務部 総務課 会計第一係 担当 永井野 

（４） 意思表示様式  様式任意（下記の要件を明示すること） 

上記２「公募に参加する者に必要な資格に関する事項」の６項目等に

ついて該当していない旨。 

※ 参考として様式例を仕様書の最終頁に掲載 

 

５ その他 

公募の結果、参加者が複数の場合、一般競争入札により落札者を決定するものとする。 

 

【問い合わせ先】 

       住 所：〒８９２－８５３５  

鹿児島市山下町１３番２１号 鹿児島合同庁舎２階 

    担 当：鹿児島労働局 総務部 総務課 会計第一係 担当 永井野 

電 話：０９９－２２３－８２７５ 

メール：nagaino-yuudai.9g3@mhlw.go.jp 

 



別冊 

仕様書 

 

１ 目的 

本仕様書は、鹿児島労働局が設置した自家用電気工作物の保安管理業務契約の内容について、

統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保

を図るためのものである。 

 

２ 保安管理業務の従事者 

  保安管理業務を行う電気管理技術者は別紙 1に記載する電気管理技術者（以下「電気管理技

術者」という）のとおりとする。 

 

３ 保安管理業務の対象 

保安管理業務の対象となる電気工作物は、別紙２「電気工作物の概要」（以下「別紙」とい

う。）のとおりとする。 

 

４ 履行期間 

  令和 8年 4月１日から令和 9年 3月 31日まで 

  ただし、国分公共職業安定所については、令和 8年 11月 30日までとする。 

 

５ 保安管理業務の内容 

(1) 保安管理業務は、委託者の定める保安規程に基づいて行い、その内容は次のとおりとする。

なお、保安管理業務の実施にあたり、電気管理技術者は委託者に電気工作物の異常等につい

ての問診を行い、異常があった場合には、その異常箇所についても点検を行うこと。 

ア 点検の種類及び実施回数 

① 月次点検は、主として施設の運転中に行う点検、測定及び試験をいい、経済産業省告

示第 249号第４条に基づいた点検頻度を電気管理技術者と協議し、決定した点検頻度を

別紙の月次点検頻度欄に定め、行うこと。また、点検を行ったときは、電気設備点検結

果報告書により遅滞なく報告すること。 

② 年次点検は、主として施設の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験をいい、

年１回行うこと。この場合、原則として月次点検も併せて行うこと。また、年次点検の

点検結果報告書には、各拠点における高圧設備にて使用している「高圧機器の使用年数」

および「分電盤配置図」を記載すること。 

③ 臨時点検は、異常発生した場合等、原因探求等のために行なう点検、測定及び試験を

いい、必要の都度行うこと。 

④ 工事期間中の点検は、電気工作物の設置、変更の工事期間中において、工事期間中で

なければ点検できない箇所を重点的に行なう点検をいい、週１回以上行うこと。 

⑤ 竣工検査は、電気工作物の設置、変更の工事が完了した場合において、関係法令等に

基づき施工されているか確認する精密な点検、測定及び試験をいい、必要の都度行なう

こと。 

イ 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生する恐れがある場合は、委託者の

通知に基づいて電気管理技術者は現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関す

る指示を行い、電気管理技術者は事故・異常の状況に応じて、臨時点検を行うこととし、

事故・異常の原因が判明した場合に電気管理技術者は、同様の事故・異常を再発させない



ための対策について、委託者に指示又は助言を行うこと。又、電気事故報告規則に基づく

事故報告を行う必要がある場合、電気管理技術者は委託者に対し事故報告するよう指示を

行うこと。 

ウ 電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を行い、経済産業省

令で定める技術基準の規定に適合しない事項その他必要な事項がある場合は、適正になさ

れるように指導助言を行うこと。 

エ 電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査、法令に基づく工事期間中の点

検、竣工検査を実施し電気の保安にかかる必要な助言を行うこと。 

オ 法令に定める官庁検査の立ち会い並びに電気事業者及び委託者の要請による立ち会い

を行うこと。 

カ その他、所轄官庁、電気事業者等への諸手続き、書類の作成等の指導及び施設図面等の

整理を行うこと。 

キ 変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、

整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及び OFケーブルが、「ポリ塩化ビフェニ

ルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な

管理に関する標準実施要領（内規）」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物

に該当するかどうか確認を行い、その結果について甲に報告すること。 

  なお、ポリ塩化ビフェニル（PCB)含有検査に要する諸費用は、別途委託者の負担とする。 

(2) 委託者は、保安管理業務のうち、次に掲げる設備等電気管理技術者が実施できない電気工

作物の点検、測定及び検査の全部又は一部を電気管理技術者の監督の下、委託者又は、電気

工事業者、機器製造業者等必要な専門の知識及び技術を有するものに委託者の負担において

行うこととし、電気管理技術者は委託者の要請等必要によりこれに立会うこと。なお、電気

管理技術者はその記録等を確認し、委託者に対し必要な助言を行うこと。 

ア 設備の特殊性のため専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難

な自家用電気工作物（次の a.から e.までのいずれかに該当する自家用電気工作物） 

a. 建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 12条第３項の規定に基づき、一級建築士等の

検査を要する建築設備 

b. 消防法（昭和 25年法律第 186号）第 17条の３の３の規定に基づき、消防設備士免状の

交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等 

c. 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 45 条第２項の規定に基づき、検査業者等

の検査を要することとなる機械 

d. 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器（医療

用機器、オートメーション化された工作機械群等） 

e. 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器（密閉型防爆構造機器等） 

  イ 設置場所の特殊性のため、乙が点検を行うことが困難な自家用電気工作物（次の a.から

e.までのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物） 

a. 立入に危険を伴う場所（酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴

う場所、放射線管理区域等） 

b. 情報管理のため立入が制限される場所（機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等） 

c. 衛生管理のため立入が制限される場所（手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等） 

d. 機密管理のため立入が制限される場所（独居房等） 

e. 立入に専門家による特殊な作業を要する場所（密閉場所等） 

 ウ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物 



  エ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物 

 

６ 電気管理技術者の資格等 

(1) 電気管理技術者は保安管理業務を実施する者（以下「電気管理技術者」という。）には、

電気事業法施行規則に適合するものをあてること。 

(2) 電気管理技術者は、保安管理業務に従事する資格を有する証明書を常に携行することとし、

点検時に委託者はこれを確認する。ただし、緊急の場合においてはこの限りではない。 

(3) 電気管理技術者は、必要に応じ他の電気管理技術者（以下「保安業務従事者」という。）

に、保安管理業務の一部を実施させることができる。 

(4) 電気管理技術者及び保安業務従事者（以下「電気管理技術者等」という。）は、保安管理

業務を自ら実施すること。ただし、必要に応じ補助者を同行し補助させることができる。 

(5) 電気管理技術者は電気管理技術者等を電気管理技術者の事業所への連絡方法とともに、書

面をもって委託者に通知することとし、委託者はその内容を確認する。 

(6) 電気管理技術者は電気管理技術者等の変更を行う必要が生じた場合は、書面をもって委託

者に通知すること。 

 

７ 委託者及び電気管理技術者相互の協力、義務及び通知 

(1) 委託者は電気管理技術者が保安管理業務の実施にあたり、電気管理技術者が報告、助言し

た事項又は委託者と協議決定した事項について尊重する。 

(2) 電気管理技術者は保安管理業務を誠実に行うこと。 

(3) 委託者及び電気管理技術者相互は次に掲げる場合は、速やかに通知し合うこととする。 

ア 委託者は電気事故その他委託者の設置する電気工作物に異常が発生し、又は発生するお

それがある場合 

イ 電気設備異常に関する警報装置等が警報を発した場合 

ウ 委託者の電気工作物の設置、変更、修繕工事等を実施しようとする場合 

エ 委託者が連絡責任者を決定又は変更する場合 

オ 委託者又は委託者の事業場の名称及び所在地の変更があった場合 

カ 事業場構内の改造、模様替等を実施しようとする場合 

キ その他の必要な場合 

 

８ 記録の保存 

電気管理技術者の電気管理技術者等が実施した保安管理業務終了後には結果を委託者に報

告するとともに、その実施者名及び報告助言した事項等の記録は、委託者及び電気管理技術者

確認のうえ、双方において保存することとする。 

 

９ 適用法令及び九州産業保安監督部長への申請、届出等 

(1) 適用法令等 

   契約の履行にあたって、次の関係法令等に基づいて業務を行うこと。 

  ① 電気事業法 

  ② 労働安全衛生法 

(2) 九州産業保安監督部長への申請、届出等 

① 契約の履行上必要な九州産業保安監督部長への申請、届出等の諸手続きは、電気管理技

術者は委託者の要請を受けて速やかに行うこと。 



なお、必要に応じて電気管理技術者は委託者に対し、電気事業法第 107条の規定に基づ

く電気関係報告規則に定める電気事故報告書の作成及び手続きに関する助言を行うこと。 

② 前項の申請・届出に対して２ヶ月以内に承認が得られなかった場合又は契約期間内に電

気管理技術者に起因して、承認が取り消された場合は、委託者は契約を解除できる。 

 

10 機械器具の保有 

① 電気管理技術者は電気事業法施行規則第 52 条２項に定められた機械器具を有しているこ

と。 

② 電気管理技術者が業務に使用する測定機器は国家基準を満たした方法で校正・誤差試験を

実施すること。 

③ 前項の測定機器の校正・誤差試験の記録は委託者の求めがあったとき、直ちに開示しなけ

ればならない。又、合格品は校正試験合格シールを添付し実施日を明示すること。 

 

11 安全管理 

 ① 安全の確保 

業務の実施にあたっては労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保

に努めなければならない。 

② 単独作業の禁止 

高圧電路の停電、送電操作を伴う作業、高圧近接作業、又は高所作業を行う場合は安全の

確保のため監視者をおいて複数で作業を実施すること。 

 

12 電気事故時における対応及び体制 

① 電気管理技術者は電気事故等、緊急時の連絡体制について明確にし、24時間受付対応を行

うこと。 

② 電気管理技術者は、連絡を受けた時は、原則として平日の通常勤務時間帯（8:30～17:15

の間）にあっては１時間以内、その他の時間帯、休日・祭日の全時間帯においては２時間以

内で当該事業所へ到着できる体制であること。 

③ 電気管理技術者は、風水害・雷害の被害が予測される場合には迅速な対応ができる体制で

あること。 

 

13 絶縁常時監視装置設置運用の取扱い 

(1) 委託者の低圧電気工作物の絶縁状態を監視する装置は、電気管理技術者が設置すること。 

(2) 委託者は絶縁常時監視装置を設置する場所の提供、電灯・電話配線など既存の施設利用に

ついて便宜を供する。 

(3) 絶縁常時監視装置及び設置工事に要する費用は、原則として電気管理技術者が負担するこ

と。 

(4) 絶縁常時監視装置の保守は電気管理技術者が行い、その費用は電気管理技術者が負担する

こととし、委託者は装置を無断で移設、取外し、修理などを行わない。 

(5) 電気管理技術者は、絶縁常時監視装置の設定値の確認及び試験釦による検知動作、及び委

託者からの警報を電気管理技術者に自動伝送する場合の伝送試験を月次点検時に行い、設定

値における誤差の試験を年次点検時に行うこと。 

(6) 電気管理技術者は、委託者から次に掲げる絶縁常時監視装置の警報を受信した場合は、委

託者に連絡し電気工作物の異常の有無を確認するとともに警報発生の原因を調査し適切な



措置を講じること。 

ア 自動伝送によるもの 

   ① 警戒警報 

警報動作電流（50ｍＡ）以上の漏えい電流が１分以上継続し、１時間に３回以上発生

した場合の警報 

② 警戒継続警報 

警報動作電流（50ｍＡ）以上の漏えい電流が５分以上継続した場合の警報 

イ 電話連絡によるもの 

警報発生時に委託者から電気管理技術者へ電話で連絡する場合 

(7) 電気管理技術者は、絶縁常時監視装置の警報の受信記録を３年間保存すること。 

(8) 電気管理技術者は、本契約が失効した場合は、電気管理技術者の負担により、絶縁常時監

視装置を撤去すること。 

 

14 点検結果の報告 

点検結果（事故・災害時の臨時点検も含む）を点検後速やかに委託者へ報告すること。 

 

15 現地担当者 

電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項を、電気管理技術者に連絡

する責任者は以下のとおりとする。 

  鹿児島労働基準監督署  業務課  濵 田   ℡099-214-9175 

  鹿児島公共職業安定所  庶務課  射手園   ℡099-250-6061 

  川内公共職業安定所宮之城出張所  今 村   ℡0996-53-0153 

 国分公共職業安定所   庶務課  柳 田   ℡0995-45-5311 

 加世田公共職業安定所  管理課  川 畑   ℡0993-53-5111 

  伊集院公共職業安定所  管理課  竹 添   ℡099-273-3161 

  大隅公共職業安定所   管理課  今 村   ℡099-482-1265 

  出水公共職業安定所   管理課  下 田   ℡0996-62-0685 

  指宿公共職業安定所   管理課  森 山   ℡0993-22-4135 

 

16 個人情報保護及び作業従事者（技術員） 

① 本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策も万全を期すこと。 

② 自社の作業従事者（技術員）及び本契約業務に関わるものに対して、業務上必要な事項に

ついての指導及び教育を徹底すること。 

 

17 請求及び代金の支払いについて 

(1) 当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。 

(2) 業務を履行し、当方の検査担当職員による検査に合格したときは、請求書を「官署支出官 

鹿児島労働局長」（以下「官署支出官」という。）に提出し、代金の請求を行うこと。 

(3) 官署支出官は、適正な請求書を受領後、30日以内に指定された金融機関へ振り込むことと

する。（免税業者については消費税の加算は行わないこと。） 

 

18 再委託について 

(1) 契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者（電気管理技術者の子会社（会社法第２



条第３号に規定する子会社をいう。）を含む。）に委託することはできない。 

(2) 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならな

い。 

(3) 委託業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を委託者に申請

し、承認を受けること。 

(4) 再委託を行う場合は、その最終的な責任は電気管理技術者が負うこと。 

 

19 その他 

(1) 見積もり額の積算にあたり、現地を確認する場合は、上記 15 現地担当者まで連絡をする

こと。 

(2) 仕様書等についての疑義は、必ず見積書提出時までに解消しておくこと。 

(3) 落札者は、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 

(4) 仕様書等に示されていない事項及び業務遂行中に生じた疑義については、双方協議のうえ

決定する。 

(5)契約内容の不履行等の問題が生じた場合は、下記 20担当者あてにその問題の内容について

報告すること。 

(6) 契約内容の履行確認のため、あらかじめ業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、

業務に関して保有する資格者証（写）及び電気管理技術者との雇用関係を証明する書類につ

いて書面をもって下記 20 担当部署に通知すること。なお、業務責任者に変更があった場合

も同様とする。業務責任者は定期的な現場の巡回や、作業報告書等の確認を行うとともに、

当局からサンプル検査等の要請があれば、履行を客観的に証明する資料（作業報告書や写真

等）を提出すること。 

  また、業務責任者は、各現場の状況を常に把握し、緊急事態発生時等に上記 15 現地担当

者からの連絡を受けた際は、作業従事者（技術員）に適切な指示を与える等速やかに対応す

ること。 

 

20 担当部署 

鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 担当者：永井野 

鹿児島市山下町 13番 21号 鹿児島合同庁舎 2階 

電話：099-223-8275（内線 123）  



別紙１

官署名

指宿公共職業安定所

伊集院公共職業安定所

大隅公共職業安定所

出水公共職業安定所

川内公共職業安定所宮之城出張所

国分公共職業安定所

加世田公共職業安定所

電気管理技術者

鹿児島労働基準監督署

鹿児島公共職業安定所



別紙２

絶縁常時

受電電圧 受電電力 設備容量 定格電圧 定格出力 定格容量 種類 受電 発電 受電 発電 設置

太陽電池

太陽電池

太陽電池

４回
（3ヵ月1回）

１回

６回
（隔月1回）

１回

１回

１回

４回
（3ヵ月1回）

４回
（3ヵ月1回）

４回
（3ヵ月1回）

１回 有
7.5kW出水市緑町３７－５

210V 5kW 5kVA
６回

（隔月1回）
１回

有
日置市伊集院町大田８２５－３

有
曽於市大隅町岩川５５７５－１

６回
（隔月1回）

１回
伊集院公共職業安定所

61kW

大隅公共職業安定所

南さつま市加世田東本町３５－１１

出水公共職業安定所
61kW 6,600V 61kW 80kVA 200V 7.5kW 7.5kVA

47kW 6,600V 47kW 60kVA

6,600V 105kW 150kVA

６回
（隔月1回）

１回 有
鹿児島市下荒田１－４３－２８

有
霧島市国分中央１－４－３５

宮之城出張所
75kW 6,600V 75kW 100kVA

４回
（3ヵ月1回）

１回 有

有
5kW

75kW 6,600V 75kW 100kVA

鹿児島市薬師１－６－３

薩摩郡さつま町宮之城屋地２０３５－３

10kVA

有

有
指宿市東方９４８９－１１

国分公共職業安定所
78kW 6,600V 78kW 105kVA

鹿児島公共職業安定所
120kW 6,600V 120kW 175kVA

加世田公共職業安定所
105kW

最大電力
所　在　地

需　要　設　備

4回
（隔月1回）

１回

名　称
受変電設備 小出力発電設備

電気工作物の概要

監視装置

指宿公共職業安定所

鹿児島労働基準監督署
90kW

点検の実施回数及び頻度

月次点検 年次点検

４回
（3ヵ月1回）

１回
10kW

６回
（隔月1回）

１回

6,600V 61kW 80kVA

6,600V 90kW 125kVA

100V 10kW

＊臨時点検は、必要に応じて実施すること。

＊電気工作物の設置、改造の工事期間の点検は週１回以上行うこと。

＊受託者の負担で絶縁監視装置の設置の場合には、常に正常に機能するように受託者が管理すること。



【 様 式 例 】 

 

 

令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

 鹿児島労働局総務部長 〇〇 〇〇 殿 

 

 

                  所 在 地  

                  名  称 

                  代表者名                  

 

 

「令和 8年度 鹿児島労働局管下９官署における自家用電気工作物保安管理業務」にかか

る公募内容等の条件を満たす旨の意思表示について 

 

 当社は、貴局が公募する「令和 8年度 鹿児島労働局管下９官署における自家用電気工作

物保安管理業務」について応募したいので、その旨を表示します。なお、当社は、下記記

載の事項について相違ないことを申し添えます。 

 

記 

 

1 当社は、予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しません。 

2 当社は、予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しません。 

3 当社は、厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間ではありません。 

4 社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保

険、国民年金、労働保険をいう。）に加入し、直近２年間について該当する制度の保

険料について滞納しておりません。 

5 経営の状況又は信用度が極度に悪化しておりません。 

6 過去１年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されている者

に該当しません。 

7 当社は、仕様書の内容を確認しましたが、その内容について承諾をします。 

 

 

（担当者） 

氏 名 

ＴＥＬ 

 


